
税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)

作成 ＴＫＣ神⼾ＳＣＧサービスセンター 上月貴博

１．資産税関連の主な税制改正・通達改正等の内容
(1) ⾮上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の⾒直し(事業承継促進の為、各種制度の整備が⾏われた)
(2) 相続税及び贈与税の納税義務者の範囲の⾒直し (租税回避防止の為、国内住所なし期間が5→10年に延⻑)
(3) 相続税の物納に充てられる財産の順位の⾒直し(従来の国債及び不動産等と並び、株式、社債、投信が第⼀順位に)
(4) 取引相場のない株式の評価の⾒直し

(5) 広大地の評価の改正
(地積規模の⼤きな宅地の評価の新設）

本年の相続税改正で特にポイントとなるのは以下の５点です。研修では
税制改正とシステムの対応について、また昨年から提供された「蔭地計算
オプション」の操作説明を実施いたしました。

⽐準要素の⽐重の⾒直しについては、
全体として株価自体は評価減になるもの
として予想されていますが、改正前と比
較すると利益⾦額の株価に与える影響は
縮減される一方で、簿価純資産価額が大
きい傾向になる会社や社歴の⻑い会社、
そして配当⾦を恒常的に配当している会
社にあっては、株価が上昇する傾向にな
ります。実務対応には注意が必要です。

副嶋芳幸先生
(近畿兵庫会 東播支部)

広大地の評価について、従来の面積に
⽐例的に減額する評価⽅法から、各⼟地
の個性に応じて形状、面積に基づき評価
する方法に改正されるとともに適用要件
が明確化されます。この改正は平成30年
1月1日以後の財産評価から適用されます。

２．ＴＫＣシステム対応
(1)「法定相続情報証明制度」への対応

３．詳細は･･
オンデマンド研修を

ご確認ください︕税制
改正やシステム機能強
化を詳細解説します。
視聴後、アンケート

⼊⼒により、生涯研修
時間に６時間参入で
きます。
視聴料⾦︓3,240円(税込)

ProFITー研修視聴・受講申込み
から受講可能です。

(4)相続税の納税義務者の⾒直し

(2)「⼆次相続税の試算」の構成の⾒直し
(3) 相談者への説明のための帳表追加(TPS8200)

平成29年9月26日、近畿兵庫会研修室にて平成29年度税務情報システム
研修会(相続税・財産評価編)が開催されました。TKC近畿兵庫会東播支部の
副嶋芳幸先生より、改正点や実務上の注意事項をご説明いただきました。

(参考)類似業種比準方式による株価の算出方法

(参考)会社規模の判定基準の⾒直し


